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 １．ごみの現状把握（１/３） 

（１）倉敷市のごみ排出量 

家庭ごみ：減少傾向  事業ごみ：横ばい傾向  集団回収：減少傾向 



 １．ごみの現状把握（２/３） 
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（２）家庭ごみ（資源ごみ除く）１人１日当たり排出量 

平成25年度時点の排出量は、本市の『くらしキック20』の年次目標値に達し
ていない。 
 ※ 「くらしキック20」 平成36年度までに平成19年度対比で20％以上削減 
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 １．ごみの現状把握（３/３） 
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（３）事業ごみの排出量 

平成25年度時点の排出量は、本市の『くらしキック２０』の年次目標値に
達していない。 
 ※ 「くらしキック20」 平成36年度までに平成19年対比で20％以上削減 
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 ２．一次推計 
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（１）ごみ減量化 

 ３．課題の抽出（１/５） 

・事業ごみの比率が全国値に対して非常に高いため、一層
の排出抑制・減量化対策が必要である。 
 
・排出ごみのうちの可燃ごみ比率が高く、分別収集や資源
化強化の検討が必要である。 
 
・生ごみ等の減量に向け、水切りの徹底、自家処理等の対
策に関する啓発の推進、また堆肥化施設の利用促進等が
必要である。 
 
・家庭ごみの減量化対策として、家庭や事業者に対する環
境学習や情報提供等の啓発促進が必要である。 

・ 事業ごみの比率が全国値に対して高い 
    全国 約３１％  市 約４０％ 
・ 排出ごみのうちの可燃ごみ比率が８４％と高い 
    全国 約７４％  市 約８４％ 
・ 生ごみの占める割合が約５０％と高い 
・ 燃やせるごみ中の水分比率が上昇している 
    Ｈ２４年度 ４２．４％   Ｈ２５年度 ４７．２％ 
 

現状 

・ 一層の排出抑制・減量化対策 
・ 分別収集や資源化強化 
・ 生ごみ減量に向けた施策や啓発推進 

 

課題 
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（２）ごみ資源化 

 ３．課題の抽出（２/５） 

・事業ごみの比率が全国値に対して非常に高いため、一層
の排出抑制・減量化対策が必要である。 
 
・排出ごみのうちの可燃ごみ比率が高く、分別収集や資源
化強化の検討が必要である。 
 
・生ごみ等の減量に向け、水切りの徹底、自家処理等の対
策に関する啓発の推進、また堆肥化施設の利用促進等が
必要である。 
 
・家庭ごみの減量化対策として、家庭や事業者に対する環
境学習や情報提供等の啓発促進が必要である。 

・ 資源回収率は類似都市に比べて高い 
   全国 約２０％，市 約４７％ 

・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装は、水島ｴｺﾜｰｸｽで一部資源化 
・ 前ごみ処理基本計画策定以降の新たな分別収集や
資源化施策を実施 
 

・ 分別の徹底と新たな資源化手法導入等の検討 
・ 新規資源化推進施策効果の調査・検証を行い、 
 その継続実施や新たな施策導入の検討 
 

課題 

現状 
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（３）収集運搬・分別 

 ３．課題の抽出（３/５） 

・ 燃やせるごみに、資源回収可能なものが混入 
・ 事業ごみで、缶やびんが分別されず一部排出 
 

現状 

・ 分別の徹底のため更なる広報や啓発等の検討 
・ 事業ごみ分別基準について徹底 

課題 

・分別の徹底に向け、ごみ問題に対する意識向上を図るた
めに、更なる広報や啓発等を検討する必要がある。 
 
・小型家電の分別収集の実施・直接搬入の推進等について、
現状の粗大ごみ収集におけるメリット・デメリットや費用対効
果を調査し、今後の現状収集体制継続の妥当性を検討す
る必要がある。 
 
・事業ごみの分別基準について徹底を図る必要がある。 
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（４）中間処理 

 ３．課題の抽出（４/５） 

・ 西部清掃工場、東部粗大ごみ処理場等の中間処理施設が計画期間中に 
 供用30年を超過 
・ 水島清掃工場は平成26年度に基幹改良工事を実施し、平成46年度まで 
 延命化 
・ 平成37年度以降、浅口市（金光町）のごみは西部清掃工場から 
 西部ブロックでの処理に変更 
・水島エコワークスが平成36年度で事業計画終了 
 

現状 

・ 中間処理体制の中長期的な処理体制の検討 
・ 西部清掃工場の廃止・延命化等の検討 
・ ごみ減量化による中間施設の整備投資額の削減 

課題 

・中間処理体制について、広域化計画や本市の施設整備
計画における検討結果を踏まえ、中長期的な処理体制を検
討する必要がある。また、同時に各施設の機能診断や長寿
命化の検討を早急に実施する必要がある。 
 
・中間処理体制の見直しに伴い、収集運搬体制見直し、中
間処理経費の削減等に努める必要がある。 
 
・中間処理施設（特に熱回回収施設）においては、新たに公
表された施設整備マニュアルへの準拠と災害廃棄物対策
（処理施設の強靭化、地域防災拠点、広域連携処理）を踏
まえた施設整備計画とする必要がある。 
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（５）最終処分 

 ３．課題の抽出（５/５） 

・ 最終処分率は少なく、類似都市平均値より低い値 
       平成２４年度 全国 １０．３％  市 ２．０％  

現状 

・水島エコワークスにおける中間処理や焼却灰の資源化   
 の実態に関して、契約期間終了後の平成37年度以降の   
 見通しを早急に確立 

課題 

・分別の徹底に向け、ごみ問題に対する意識向上を図るた
めに、更なる広報や啓発等を検討する必要がある。 
 
・小型家電の分別収集の実施・直接搬入の推進等について、
現状の粗大ごみ収集におけるメリット・デメリットや費用対効
果を調査し、今後の現状収集体制継続の妥当性を検討す
る必要がある。 
 
・事業ごみの分別基準について徹底を図る必要がある。 
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 ４．計画の基本方針・理念（１/２） 

（１）基本方針 

地球環境の破壊

資源の枯渇

処理施設の確保
処理費用の確保

　ごみには、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」
のように直接目に見えるものや、家庭排水や自動車
から出される排気ガス、焼却等で発生するダイオキ
シン類など「目に見えないごみ」がある。
　これらのごみは、水や空気を汚し、さらには地球
温暖化を進行させるなど、地球環境破壊の大きな要
因となる。

　これまで長い間、大量生産大量消費型社会であっ
たことから、急激に資源を消費してきている。した
がって、枯渇する資源が出てくる恐れがある。
　石油を例にとると、石油は、燃料として使用され
ているだけではなく、プラスチック製品、化学繊維
の衣類、電化製品などの原料として利用されている
ため、枯渇した場合、今までの生活に大きな影響を
与える。

　ごみは、排出され続けるかぎり処理しなければな
らない。ごみを処理するためには、焼却施設、最終
処分場等の処理施設の確保、処理費用の確保が必要
となる。
　これらを確保するためには、様々な問題を処理し
ておく必要がある。

地球環境 

の破壊 

ごみの排出は水や空気

を汚し、さらに地球温暖化

を進行させる等、地球環境

破壊の大きな要因となる。 

ご
み
の
排
出
抑
制
・
再
資
源
化
に
よ
り
、 

環
境
を
保
全
し
、
ご
み
処
理
経
費
の
削
減
を
目
指
す
。 

資源の枯渇 

大量生産大量消費型社

会は、急激に資源を消費

し、資源の枯渇につながる

おそれがある。 

処理施設確保 

処理費用確保 

ごみが排出され続ける限

り、処理が必要。ごみ処理・

処分施設の確保、処理・処

分費用の確保も必要。 

 

 

 



12 

 ４．計画の基本方針・理念（２/２） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ５Ｒの中でも、２Ｒ リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ 発生抑制） 
             リユース  （Ｒｅｕｓｅ  再 利 用 ） を重視。 

～ごみ減量への
挑戦～ 

 くらしキック２０ 
・生産、消費段階を含
めた「ごみ」そのものの
発生・排出抑制（５Ｒの
実践） 
 
・環境教育の充実 
 
・廃棄物の減量化・資
源化の推進及び適正
処理 
 

（２）理念 
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 ５．新基本計画の目標設定（１/６） 

根 拠 基準年次（平成12年度） 
基準数値 

目標年次（平成32年度） 
目標数値 

目標年次(H36年度) 

国の第3次循環型 
基本計画（Ｈ25.5） 

家庭ごみ原単位 
約660g/人･日 

家庭ごみ原単位 
約500g/人･日 

削減率 ― 
（設定なし）   

25％ 

国の目標を本市に 
当てはめた場合 

家庭ごみ原単位 
約645g/人･日 

家庭ごみ原単位 
約484g/人･日 

削減率 ― 
（設定なし）   

25％ 

倉敷市の現目標 
くらしキック２０ 
(H22.1) 

― 
（設定なし） 

家庭ごみ原単位 
484g/人･日 

削減率 家庭ごみ原単位 
469g/人･日 

削減率 
H12比  

 

25％ 

 H12比 
 

27.3％ 

（１）国の目標と本市の目標の比較：家庭ごみ 

 

 
      

 

 

 

表 家庭ごみ（資源ごみを除く）1日当たりの排出量の比較 

●平成２５．５月に改定された国の第３次計画（平成３２年度までに平成 
１２年度対比２５％削減）と比較しても、国よりも少ない家庭ごみ原単位を
目標値と掲げている。 

◆ 国の目標 ： 平成32年度までに平成12年対比２５％削減 
◆ 市の目標 ： 平成36年度までに平成19年対比２０％削減 

家庭ごみ（資源ごみを除く）１人１日当たりの排出量を 
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 ５．新基本計画の目標設定（２/６） 

根 拠 基準年次（平成12年度） 
基準数値 

目標年次（平成32年度） 
目標数値 

目標年次(H36年度) 

国の第3次循環型 
基本計画（Ｈ25.5） 

事業ごみ排出量 
約1,799万t 

事業ごみ排出量 
約1,170万t 

削減率 ― 
（設定なし）   

35％ 

国の目標を本市に 
当てはめた場合 

事業ごみ排出量 
73,290ｔ 

事業ごみ排出量 
47,639ｔ 

削減率 ― 
（設定なし）   

35％ 

倉敷市の現目標 
くらしキック２０ 
(H22.1) 

― 
（設定なし） 

事業ごみ排出量 
62,024ｔ 

削減率 事業系ごみ排出量 
58,948t 

削減率 
H12比 

 

15.4％ 

H12比 
 

19.6％ 

 

 
      

 

●平成２５．５月に改定された国の第３次計画では、事業ごみ排出量を、平成３２年度ま
でに平成１２年度対比３５％削減と目標を引き上げた。 
●一方、本市は水島コンビナートや大規模店舗を有し、他市町村と比較すると、 
 事業ごみの割合が1割程度多いという特性を抱えている。 
 （他市町村  家庭系：事業系＝7：3 、本市  家庭系：事業系＝6：4） 

（２）国の目標と本市の目標の比較：事業ごみ 

◆ 国の目標 ： 平成32年度までに平成12年対比３５％削減 
◆ 市の目標 ： 平成36年度までに平成19年対比２０％削減 

表 事業ごみの年間排出量の比較 

事業ごみの年間排出量を 
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 ５．新基本計画の目標設定（３/６） 

◆ 家庭ごみ、事業ごみともに 
くらしキック２０（平成36年度までに平成19年度対比２０％
以上削減）を継続する。 
 

くらしキック２０を達成することで，平成３７年度以降に本市が抱える  
以下の課題解決が見込まれる。 
 

● 浅口市が倉敷西部清掃施設組合を脱退 

● 西部清掃工場の老朽化（平成37年度時点で稼動後27年を経過） 

● 水島エコワークスが平成36年度で事業計画終了 

（３）本市の新目標の設定：家庭ごみ・事業ごみ 
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 ５．新基本計画の目標設定（４/６） 

（４）新目標値の検討とごみ処理推計量の比較・検討 

  基準年次 

（平成19年度） 

基準数値 

目標年次：中間 

（平成36年度） 

目標数値 

目標年次：最終 

（平成41年度） 

目標数値 

備 考 

新計画目標（H27.3） 

（Ｈ27.3） ① ５８７ｇ 
（－） 

４６９ｇ 
（▲２０.１％） 

４６９ｇ 
（▲２０.１％） 

平成41年度までの
計画期間 

ごみ処理推計値 ② 
５８７ｇ 

（－） 

５２４ｇ 
（▲１０.７％） 

５２１ｇ 
（▲１１.２％） 

一次推計は 

微減傾向 

目標との差（②－①） 

（目標値対比②-①） － 
５５ｇ 

（＋９.４％） 

５２ｇ 
（＋８.９％） 

目標とは乖離傾
向 

■ 家庭ごみ（資源ごみを除く）１人１日当たりの排出量 
 
新規目標 ： 平成36年度までに平成19年度対比20％削減 
          平成41年度までその水準を維持 

● くらしキック２０の最終目標年次（平成３６年度）には 
   ５５ｇ/人・日（目標の削減率に対して＋９．４％）の乖離が生じる。 

表 家庭ごみ（資源ごみを除く）１人１日当たり排出量の 
目標値と推計値の比較 
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 ５．新基本計画の目標設定（５/６） 

（４）新目標値の検討とごみ処理推計量の比較・検討 
■ 事業ごみの排出量 
 
新規目標 ： 平成36年度までに平成19年度対比20％削減 
          平成41年度までその水準を維持 

● くらしキック２０の最終目標年次（平成３６年度）には 
   ６，０７６ｔ/年（目標の削減率に対して＋８．２％）の乖離が生じる。 

表 事業ごみの年間排出量の目標値と推計値の比較 
  基準年次 

（平成19年度） 

基準数値 

目標年次：中間 

（平成36年度） 

目標数値 

目標年次：最終 

（平成41年度） 

目標数値 

備 考 

新計画目標（H27.3） 

（Ｈ27.3） ① 73,685ｔ 
（－） 

58,948ｔ 
（▲２０.０％） 

58,948ｔ 
（▲２０.０％） 

平成41年度までの
計画期間 

ごみ処理推計値 ② 

73,685ｔ 
（－） 

65,024ｔ 
（▲１１．８％） 

63,813ｔ 
（▲１３.４％） 

一次推計は 

微減傾向 

目標との差（②－①） 

（目標値対比②-①） 
－ 6,076ｔ 

（＋８．２％） 

4,865ｔ 
（＋６．６％） 

目標とは乖離傾向 
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 ５．新基本計画の目標設定（６/６） 

● 家庭ごみ、事業ごみの目標との差より平成３６年度における、 
  未達成量は以下の通りとなる。 
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 ６．二次推計 

■ 事業ごみの年間排出量 

■ 家庭ごみ（資源ごみを除く）１人１日当たりの排出量 

平成36年度では、推計と市目標 
は、５５g/人・日の乖離 

平成36年度では、推計と市目標 
は、6,076tの乖離 
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 ７．施策の内容 

（１）施策の体系と分類 
◆ 施策の統廃合や新規施策を追加 

・排出抑制に関する施策 １３→１５ 

・分別徹底・再資源化に関する施策 

・その他の施策        ７→７ 

・環境教育に関する施策 １６→１１ 

・情報提供に関する施策  ８→７ 

１４→１３ 

※このうち，新規施策１８ 



【家庭ごみ対策】 

  ◆家庭ごみの５種１４分別の見直し 

  ◆資源ごみ収集頻度の見直しの検討 

  ◆家庭ごみ有料化導入の可能性の検討 

 

 

【事業ごみ対策】 

  ◆産業廃棄物の徹底排除・一般廃棄物マニフェストの導入 

  ◆事業系びん類の搬入停止 

  ◆事業ごみ処理手数料増額改定の可能性の検討 
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 ８．新たに導入する主な施策 
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（１）国の施策方針 

 ９．有料化・料金改定の動向（１/７） 

平成17年 排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進
めるため、国全体の施策の方針として一般廃棄物処理の
有料化を推進するべきことを明確化 
 

平成19年 『一般廃棄物処理有料化の手引き（家庭ごみ）』を公表 
 

平成25年 『一般廃棄物処理有料化の手引き（家庭ごみ+事業ごみ）』
を公表 
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（２）家庭ごみ有料化の状況 

 ９．有料化・料金改定の動向（２/７） 

市区 町 村 合計 市区 町 村 合計 市区 町 村 合計

鳥取県 4 14 1 19 4 14 1 19 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

島根県 8 10 1 19 8 10 1 19 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

岡山県 15 10 2 27 12 7 2 21 80.0% 70.0% 100.0% 77.8%

広島県 14 9 0 23 7 5 0 12 50.0% 55.6% - 52.2%

山口県 13 6 0 19 8 5 0 13 61.5% 83.3% - 68.4%

５県計 54 49 4 107 39 41 4 84 72.2% 83.7% 100.0% 78.5%

全国計 813 745 183 1,741 450 517 119 1,086 55.4% 69.4% 65.0% 62.4%

県内市区町村数 有料化市区町村数
都道府県

有料化実施率（％）
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（３）家庭ごみ有料化の料金体系 

 ９．有料化・料金改定の動向（３/７） 

0
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10円未満 10円台 20円台 30円台 40円台 50円台 60円台 70円台 80円台 90円以上

中国地方（５県）の価格帯別都市数

（単純従量制・大袋1枚の価格）

山口県

広島県

岡山県

島根県

鳥取県

平均値＝約４３円

N＝45

中国5県における可燃ごみ大袋1枚の料金は約43円で設定している。 
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（４）家庭ごみ有料化の排出抑制・減量効果 

 ９．有料化・料金改定の動向（４/７） 

約６％の上昇 

・10～20％程度の減量 
 効果 
 
 
 
 
 
・6％程度の資源回収率 
 の上昇効果 
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（５）家庭ごみ有料化導入の可能性の検討について 

 ９．有料化・料金改定の動向（５/７） 

Ｈ３２年度に１人１日当たり５００ｇの目標値達成が困難と見込まれ
る場合には、ごみ有料化の導入が必要となることを市民に説明し、
減量化の協力を呼びかける。 

まずは、ごみ有料化を導入しないで、Ｈ３６年度の目標達成を 
目指していく  （５３施策の遂行など） 

国の目標値（Ｈ３２年度において１人１日当たり５００ｇ）の達成が 
可能となるかどうか 

ごみ排出量の実績、及び ごみ減量化施策の検証を毎年実施し、 
公表する。 

※ 
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（６）事業ごみ処理手数料改定の動向 

 ９．有料化・料金改定の動向（６/７） 

事業ごみの処理手数料改定に伴い2～20％の減量効果の報告例がある。 

資料：平成21年4月 大阪市廃棄物減量等推進審議会 「ごみ手数料のあり方について（報告）」 


